　様式第5号(第11条関係)
第 　 　　　号　
年　  月　　日　
　　　
　　　　　　　　　様

彦根市長　　　　　　　  印


彦根市立児童館指定管理者不指定通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年　　月　　日付けで申請のありました彦根市立児童館の指定管理者の指定につきましては、下記の理由により指定しませんので、彦根市立児童館条例施行規則第11条第2項の規定により、通知します。
記

指定しない理由
　


備考　
1　この処分により違法に権利を侵害された場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第255条の4の規定により、この処分があった日の翌日から起算して21日以内に、滋賀県知事に対して審決の申請をすることができます。
2　この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、彦根市を被告として(訴訟において彦根市を代表する者は彦根市長となります。)、提起することができます。
なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しを求める訴えは、提起することができなくなります。



